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資 料

保育所等における栄養士・管理栄養士の雇用の有無別による

栄養管理の状況
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目的 本研究は保育所等を対象に，栄養士・管理栄養士の雇用の有無別による栄養管理の実態を把

握することを目的とした。

方法 2019年に国内 8 市の1,538の保育所等を対象に質問紙を郵送し，回答が得られた979施設のう

ち950施設を解析対象とした。栄養管理については食事提供の PDCA サイクル12項目，保護者

への栄養・食生活に関する情報提供 8 項目を尋ねた。栄養士・管理栄養士の雇用の有無別と

PDCA サイクルおよび情報提供との関連をカイ二乗検定で検討した。次に，栄養士・管理栄

養士の雇用の有無を独立変数とし，PDCA サイクルと情報提供の各項目を従属変数としてロ

ジスティック回帰分析を行った。

結果 PDCA サイクルの実施状況について公立と私立ともに栄養士・管理栄養士の雇用あり群と

なし群の間に有意差が認められた項目は，身体活動レベルの把握，生活習慣の把握，成長曲線

の作成であった。私立における管理栄養士の雇用あり群は，対象市と施設分類を調整後，肥満

ややせの判定のオッズ比は3.07（95CI: 1.725.46），給与栄養目標量の設定のオッズ比は

4.10（95CI: 1.4811.38），給与栄養量の計算のオッズ比は3.51（95CI: 2.036.08），成長

曲線の作成のオッズ比は2.73（95CI: 1.604.64），給与栄養目標量の設定の見直しのオッズ

比は2.45（95CI: 1.214.95）と栄養士・管理栄養士の雇用なし群に比べてオッズ比は有意に

高くなるという関連が示された。情報提供について公立と私立ともに栄養士・管理栄養士の雇

用あり群となし群の間に有意差が認められた項目は献立の栄養量の情報提供と給食の試食会の

実施であった。私立における管理栄養士の雇用あり群は，対象市と施設分類を調整後，献立の

栄養量の情報提供ありのオッズ比は2.09（95CI: 1.303.35），栄養・食生活に関する情報提

供ありのオッズ比は1.89（95CI: 1.073.34），給食の試食会の実施ありのオッズ比は2.90

（95CI: 1.814.67）と栄養士・管理栄養士の雇用なし群に比べてオッズ比が有意に高かった。

結論 栄養士または管理栄養士の雇用あり群は栄養士・管理栄養士の雇用なし群に比べて栄養管理

が良好であり，このことは公立よりも私立において明らかであった。
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 緒 言

保護者の委託を受けて乳幼児を保育する保育所等

は，現在，全国に29,474施設あり，2,624,335人が在

所している1)。

乳幼児は成人と比べると発育・発達が目覚ましい

時期であり，個々の発育・発達の差が大きいことか

ら，月齢，年齢で一律の対応や支援を行うのではな

く，個々の発育・発達状態，健康状態・栄養状態を

踏まえて，個人の状態に合わせた対応や支援を行う

ことが求められている2)。従って，各保育所等で提

供される食事が，摂取する子ども一人一人の発育・

発達段階，健康状態・栄養状態に適したものである

ことによって，必要なエネルギーおよび栄養素の補

給につなげることができる2)。しかしながら，保育

所等を含む児童福祉施設において，配置が必須であ

る職種は保育士，嘱託医および調理員のみであり，

調理業務の全部を委託する施設にあたっては，調理

員を配置しないこともできる。このように，児童福

祉施設における栄養士・管理栄養士の配置は制度化

されていないが3)，2020年度の児童福祉施設の栄養

士または管理栄養士の配置率は63.1となってお

り4)，保育所等に従事している栄養士は23,499人と

報告されている1)。また，2015年には内閣府の告示

により，児童福祉施設においても食事の提供にあた

り，栄養士を活用してアレルギー，アトピー等への

助言，食育等に関する継続的な指導を受ける施設に

対して栄養管理加算の適用が始まった5)。

現在，児童福祉施設における食事の提供について

は，「児童福祉施設における食事の提供ガイド」に

基づいて行われている。その中には，児童福祉施設

における，栄養士・管理栄養士の役割についての記

載があり，栄養管理を進めるために，栄養士・管理

栄養士といった専門職と様々な職種が連携すること

の重要性が示されている2)。しかしながら，保育所

等において栄養士・管理栄養士の配置は制度化され

ていない。これまで，子どもの健やかな発育や発達，

QOL の向上を目的とした子どもや保護者への支援

という視点で，栄養士・管理栄養士が配置されてい

る保育所等とそうでない保育所等とで栄養管理にど

のような違いがあるかについては検討されていな

い。そこで，本研究では，栄養士・管理栄養士の雇

用の有無別に保育所等の栄養管理の実態を把握する

ことを目的とした。

 方 法

. 対象施設および調査方法

調査は，全国 8 ブロック（北海道，東北，関東甲

信越，近畿，東海，中国・四国，九州，沖縄）から

各 1 政令指定都市または中核市を選定した。8 市の

すべての認可保育所，保育所型認定子ども園，幼保

連携型認定子ども園を対象とした（以後，保育所

等）。調査は2019年 8～10月に実施した。調査は郵

送法とし，1,538の保育所等に質問紙を配布した。

質問紙への回答は，可能な限り施設長と栄養士また

は管理栄養士とした。給食業務を委託している場合

は，施設長と委託先の栄養士で相談して回答するよ

う依頼した。また，回答施設と同敷地内に夜間保育

所や乳児保育所，認定こども園等が併設されている

場合は，それらを含めて 1 つの施設とみなして回答

してもらった。敷地外に分園が存在する場合は，本

園と分園を一体とみなして回答を求めた。同法人が

運営する他の保育施設については別施設とみなし，

回答を求めなかった。

. 調査項目

管理栄養士や栄養士の雇用については，各施設で

雇用している各人数を正規雇用と非正規雇用の別に

記載してもらった。また，雇用していない場合に

は，各人数について 0 を記載してもらった。施設の

概要として，運営形態については公立（公設公営ま

たは公設民営）と私立（民設民営），保育所等の施

設分類（認可保育所，保育所型認定子ども園，幼保

連携型認定子ども園），施設の定員について尋ね

た。また，自治体との連携について，自治体職員か

ら施設への訪問による自治体乳幼児健診結果のフォ

ローの有無，保健所による給食施設指導や児童の栄

養管理への助言の有無を尋ねた。給与栄養目標量の

算出と決定については，児童のアセスメント結果を

もとに自治体の示す算出方式を用いている，自治体

が示す基準に合わせている，施設独自の考え方で決

定している，算出していない，わからないの 5 肢と

した。3 歳以上児の給食の調理と配食量について

は，まとめて調理し年齢にかかわらず同じ量を配食

している，まとめて調理し年齢によって配食量を調

整している，年齢ごとに調理し配食している，その

他の 4 肢とした。栄養管理加算の認定の有無につい

ては，認定を受けている，認定を受けていないの 2

肢で回答を得た。食物アレルギーへの対応について

は複数回答とし，回答肢は児童がアレルギーを持つ

すべての食品について個々の児童に対応している，

食品を限定して個々の児童に対応している，個々の

児童ではなく給食全体で使わないようにしていると

した。肥満度が－15以下のやせの子ども及び肥満

度が＋15以上の肥満の子どもの有無についても尋

ねた。

栄養管理については食事提供の PDCA サイクル
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と保護者への栄養教育に関する項目を設定した。児

童福祉施設における食事の提供ガイドでは，食事の

提供の PDCA サイクルの P（Plan（計画））には，

実態把握としてアセスメントが含まれている2)。栄

養ケア・マネジメントの視点からはアセスメントと

Plan を区別して考えることから6)，本研究において

もアセスメントと Plan を区別して考えることと

し，実態把握の 4 項目についてはアセスメントに分

類した。本研究では食事提供の PDCA サイクルに

ついて以下の項目を尋ねた。アセスメントについて

は◯肥満ややせの判定，◯身体活動レベルの把握，

◯生活習慣の把握，◯家庭の食事の把握の 4 項目と

した。Plan については◯給与栄養目標量の設定，

◯献立作成，◯昼食とおやつの給与栄養量の計算の

3 項目とした。Do（実施）については，◯調理，

◯盛り付け配膳の 2 項目とした。Check（評価）に

ついては，◯成長曲線の作成，◯昼食の摂取状況の

把握の 2 項目とした。Action（改善）については，

◯給与栄養目標量の設定の見直しとした。選択肢に

ついて，◯◯◯◯◯については，実施なし，一部に

実施，全員に実施の 3 肢とした。◯◯◯◯◯につい

ては，なし，ありの 2 肢とした。◯◯については，

していない，しているの 2 肢とした。保護者への栄

養教育については，栄養・食生活に関する情報提供

等を行っているかについて，献立の内容の情報提

供，給食の試食会の実施等 8 項目から複数回答で把

握した。

栄養士・管理栄養士を雇用していない施設につい

ては，施設の栄養管理や給食管理を行う栄養士・管

理栄養士の所属について，自治体の役所等，施設に

配置されている調理業務委託先職員等 7 項目から 1

つを選択してもらった。

. 解析方法

本研究では，979施設（調査回答率63.7）より

回答を得た。そのうち，栄養士・管理栄養士の雇用

について回答した950施設を本解析における対象施

設とした。

栄養士・管理栄養士の雇用の有無については 3 群

とし，管理栄養士のみ，または管理栄養士と栄養士

の人数が記載されていた場合について，「管理栄養

士の雇用あり」とし，栄養士のみ人数が記載されて

いた場合について，「栄養士の雇用あり」とした。

いずれの人数についても 0 が記載されていた場合に

は，「栄養士・管理栄養士の雇用なし」とした。食

物アレルギーの複数回答については，いずれかの対

応があるかないかの 2 群にまとめた。

解析にあたり，食事提供の PDCA サイクルの項

目◯◯◯◯◯については，実施なしと一部に実施を

まとめて 1 つの回答とし，全員に実施との 2 群とし

た。食事提供の PDCA サイクルの12項目を総合的

に評価するために，各保育所等における12項目の実

施項目数を算出した。その後，食事提供の PDCA

サイクル総合評価とし，11項目以下実施と12項目実

施に分類して検討した。

公立と私立では自治体との連携が異なることが想

定されること，また栄養管理加算の認定の対象は私

立のみであることを考慮し，施設の概要以外の項目

については，運営形態の公立と私立に分けて解析を

行った。施設の概要，自治体との連携，給与栄養目

標量や調理と配食の考え方，栄養管理加算の認定，

アレルギーへの対応，やせや肥満の子どもの有無な

どの群間の比較にはカイ二乗検定を用いた。栄養

士・管理栄養士の雇用の有無別と食事提供の

PDCA サイクルの12項目，食事提供の PDCA サイ

クル総合評価および保護者への栄養・食生活に関連

する情報提供等との関連をカイ二乗検定で検討し

た。その後，残差分析を行い調整済みの標準化残差

を求めた。次に，食事提供の PDCA サイクルの12

項目のうちカイ二乗検定が可能であった項目（公立

4 項目，私立 9 項目），食事提供の PDCA サイクル

総合評価（公立のみ），保護者への栄養・食生活に

関連する情報提供等の各項目（公立 6 項目，私立 8

項目）を従属変数としてロジスティック回帰分析を

行った。栄養士・管理栄養士の雇用の有無を独立変

数とし，個別に投入した単変量の Model 1，Model

1 に加え対象市，施設分類で調整した Model 2 で検

討した。食事の提供に関する援助や指導は各保育所

等の主管部（局）が主体となるため対象市，また栄

養士・管理栄養士の雇用の有無別に分布の違いが

あった施設分類で調整した。

統計解析には IBM SPSS Statistics 26.0 for Win-

dows（日本アイ・ビー・エム株式会社）を使用し，

有意水準は 5，両側検定とした。欠損値は項目ご

とに除外した。

. 倫理的配慮

調査の実施に先立ち，調査の趣旨と内容を本研究

の対象となる政令指定都市および中核市の児童福祉

施設を担当する部署に提出し，調査実施の了承を得

た。対象施設には，質問紙を回収した後のデータに

ついては，ID 番号を付し施設が特定できないよう

にすることを説明した。本研究は，女子栄養大学研

究倫理審査委員会での審査・承認を得て実施した

（承認日2019年 6 月19日承認番号第241号）。
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表 栄養士・管理栄養士の雇用の有無別，施設の概要

全体
栄養士・

管理栄養士
の雇用なし

栄養士の
雇用あり

管理栄養士
の雇用あり†

P
n＝950 n＝162 n＝519 n＝269

n  n  n  n 

対象市 A‡ 202 21.3 43 26.5 100 19.3 59 21.9 NA

B‡ 163 17.2 0 0.0 108 20.8 55 20.4

C‡ 204 21.5 11 6.8 137 26.4 56 20.8

D‡ 66 6.9 19 11.7 19 3.7 28 10.4

E‡ 92 9.7 6 3.7 58 11.2 28 10.4

F‡ 107 11.3 28 17.3 57 11.0 22 8.2

G 58 6.1 23 14.2 24 4.6 11 4.1

H 58 6.1 32 19.8 16 3.1 10 3.7

運営形態 公立 185 19.5 52 32.1∥ 94 18.1 39 14.5¶ ＜0.001

私立 765 80.5 110 67.9¶ 425 81.9 230 85.5∥

施設分類 認可保育所 693 72.9 108 66.7¶ 405 78.0∥ 180 66.9¶ ＜0.001

保育園型認定子ども園 26 2.7 11 6.8∥ 8 1.5¶ 7 2.6

幼保連携型認定子ども園 231 24.3 43 26.5 106 20.4¶ 82 30.5∥

定員区分 50人未満 46 5.9 7 6.3 28 6.3 11 4.7 0.924

5099人 333 42.4 47 42.0 190 43.1 96 41.4

100149人 289 36.8 43 38.4 158 35.8 88 37.9

150199人 70 8.9 10 8.9 41 9.3 19 8.2

200人以上 47 6.0 5 4.5 24 5.4 18 7.8

雇用人数

（栄養士）

0 人 300 31.6 162 100.0 0 0.0 138 51.3 NA

1 人 438 46.1 0 0.0 353 68.0 85 31.6

2 人 136 14.3 0 0.0 108 20.8 28 10.4

3 人 59 6.2 0 0.0 44 8.5 15 5.6

4 人以上 17 1.8 0 0.0 14 2.7 3 1.1

雇用人数

（管理栄養士）

0 人 681 71.7 162 100.0 519 0.0 0 0.0 NA

1 人 220 23.2 0 0.0 0 0.0 220 81.8

2 人 41 4.3 0 0.0 0 0.0 41 15.2

3 人 8 0.8 0 0.0 0 0.0 8 3.0

カイ二乗検定

欠損値は項目ごとに除外した

NA: Not Applicable

† 管理栄養士の雇用あり管理栄養士の雇用に加えて栄養士も雇用している施設を含む

‡ 政令指定都市

 中核市

∥ 残差分析にて調整済残差が1.96より大きい

¶ 残差分析にて調整済残差が－1.96より小さい
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 結 果

. 対象施設の概要（表 1）

表には示していないが，質問紙への回答につい

て，栄養士・管理栄養士の雇用なし群では51.2の

施設が施設長のみによる回答であった。また，その

他として保育士や事務員等が回答した施設は13.0

であった。栄養士の雇用あり群や管理栄養士の雇用

あり群においては，施設長のみによる回答はそれぞ

れ11.9，14.5であった。

栄養士・管理栄養士の雇用の有無について，栄養

士・管理栄養士の雇用なし群は162施設（17.1），

栄養士の雇用あり群は519施設（54.6），管理栄養

士の雇用あり群は269施設（28.3）であった。表

には記載していないが，栄養士または管理栄養士を

正規に雇用している施設は745施設，非正規雇用の

施設は43施設（管理栄養士を雇用している施設16

施設，栄養士を雇用している施設27施設）であっ

た。対象市について，全体では C 市と A 市が各

21.5，21.3であり，続いて B 市（17.2），F 市
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（11.3），E 市（9.7），D 市（6.9），G 市と H

市はともに6.1であった。残差分析の結果，期待

値より有意に多かった項目は，栄養士の雇用あり群

においては施設分類の認可保育所，管理栄養士の雇

用あり群においては，運営形態では私立であった。

栄養士の雇用ありの施設では，68.0の施設が栄

養士 1 人の雇用であり，栄養士を 2 人雇用している

施設は20.8であった。管理栄養士の雇用ありの施

設では，管理栄養士に加えて栄養士も雇用している

施設が48.7あり，管理栄養士が 2 人以上雇用され

ている施設は15.2であった。

. 栄養士・管理栄養士の雇用の有無別による自

治体との連携，給与栄養目標量や調理と配食量

（表 2）

公立では，自治体職員から施設への訪問による自

治体乳幼児健診結果のフォロー，保健所による給食

施設指導や児童の栄養管理への助言の有無において

群間に有意差が認められた。残差分析の結果，管理

栄養士の雇用あり群においては，自治体職員から施

設への訪問による自治体乳幼児健診結果のフォロー

があると回答した施設が期待値よりも多かった。保

健所による給食施設指導や児童の栄養管理への助言

については，栄養士・管理栄養士の雇用なし群にお

いて助言ありと回答した施設が期待値よりも少な

かった。私立では，保健所による給食施設指導や児

童の栄養管理への助言の有無，給与栄養目標量の算

出・決定方法，栄養管理加算の認定の有無，肥満の

子どもにおいて群間に有意差が認められた。残差分

析の結果，管理栄養士の雇用あり群においては，保

健所による給食施設指導や児童の栄養管理への助言

がある，給与栄養目標量の算出・決定方法で児童の

アセスメント結果をもとに自治体の示す算出方式に

より算出している，栄養管理加算の認定を受けてい

る，肥満の子どもがいると回答した施設が期待値よ

りも多かった。表には示していないが，肥満の子ど

もの割合の平均値は公立で3.3，私立で2.8（栄

養士・管理栄養士の雇用なし群1.9，管理栄養士

の雇用あり群3.0）であった。食物アレルギーへ

の対応については，公立と私立のどの群においても

97以上の施設が対応していた。

. 栄養士・管理栄養士の雇用の有無別による食

事提供の PDCA サイクルの実施状況について

（表 3）

公立と私立ともに群間に有意差が認められた項目

は，食事提供の PDCA サイクルのうち，アセスメ

ントの身体活動レベルの把握，生活習慣の把握，

Check の成長曲線の作成であった。公立において，

管理栄養士の雇用あり群で身体活動レベル，生活習

慣の把握，成長曲線の作成を全員に実施していると

回答した施設が期待値より有意に多かった。私立に

おいて，管理栄養士の雇用あり群で身体活動レベル

の把握を一部に実施/実施なしと回答した施設，栄

養士・管理栄養士の雇用なし群で生活習慣の把握を

全員に実施していると回答した施設が期待値より有

意に多かった。肥満ややせの判定と成長曲線の作成

について，栄養士・管理栄養士の雇用なし群では，

それぞれ全員に実施していると回答した施設が期待

値より有意に少なかった。この他，私立では管理栄

養士の雇用あり群で，食事提供の PDCA サイクル

の Plan の給与栄養量の計算（昼食とおやつ）をし

ていると回答した施設が期待値より有意に多かった。

栄養士・管理栄養士の雇用と食事提供の PDCA

サイクル実施状況との関連について表 4 に示す。対

象市と施設分類を調整後，公立において，食事提供

の PDCA サイクルのアセスメントの生活習慣の把

握を全員に実施しているのは，栄養士・管理栄養士

の雇用なし群に比べて，栄養士の雇用あり群でオッ

ズ比は0.37（95CI: 0.140.97）と低かった。

Check の成長曲線の作成については，栄養士・管理

栄養士の雇用なし群に比べて管理栄養士の雇用あり

群で全員に実施しているオッズ比は17.91（95CI:

4.4771.84）と高かった。

私立において，食事提供の PDCA サイクルのア

セスメントの生活習慣の把握を全員に実施している

のは，栄養士・管理栄養士の雇用なし群に比べて，

管理栄養士の雇用あり群でオッズ比は0.59（95

CI: 0.360.97）と低かった。一方で，アセスメント

の肥満ややせの判定のオッズ比は3.07（95CI:

1.725.46），Plan の給与栄養目標量の設定のオッズ

比は4.10（95CI: 1.4811.38），給与栄養量の計算

（昼食とおやつ）のオッズ比は3.51（95CI: 2.03

6.08），Check の成長曲線の作成のオッズ比は2.73

（95CI: 1.604.64），Action の給与栄養目標量の

設定の見直しのオッズ比は2.45（95CI: 1.214.95）

と高かった。

. 栄養士・管理栄養士の雇用と有無別による保

護者への栄養・食生活に関連する情報提供等に

ついて（表 5）

公立と私立ともに群間に有意差が認められた項目

は献立の栄養量の情報提供と給食の試食会の実施で

あり，栄養士・管理栄養士の雇用なし群ではありと

回答した施設が期待値より有意に少なかった。公立

のみにおいて群間に有意差が認められた項目は栄

養・食生活に関する情報提供，健康や疾病に関する

情報提供であり，栄養士・管理栄養士の雇用なし群

ではありと回答した施設が期待値より有意に少な
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かった。

栄養士・管理栄養士の雇用のありと保護者への栄

養・食生活に関連する情報提供等との関連について

表 6 に示す。対象市と施設分類を調整後，公立にお

いて，給食の試食会の実施ありとしたのは，栄養

士・管理栄養士の雇用なし群に比べて，管理栄養士

の雇用あり群でオッズ比は6.56（95CI: 2.20

19.61），食育をテーマとする講習会の実施ありの

オッズ比は4.03（95CI: 1.5114.11）と高かった。

私立において，献立の栄養量の情報提供ありとした

のは，栄養士・管理栄養士の雇用なし群に比べて，

管理栄養士の雇用あり群でオッズ比は2.09（95

CI: 1.303.35），栄養・食生活に関する情報提供あ

りのオッズ比は1.89（95CI: 1.073.34），給食の

試食会の実施ありのオッズ比は2.90（95CI: 1.81

4.67）と高かった。

. 栄養士・管理栄養士を雇用していない施設に

おける，施設の栄養管理や給食管理について

表には示していないが，栄養士・管理栄養士を雇

用していない施設における，施設の栄養管理や給食

管理を行う栄養士・管理栄養士の所属について，

162施設のうち，155施設より回答を得た。自治体の

役所等が最も多く47.1であった。続いて，施設に

配置されている調理業務委託先職員等14.2，調理

業務委託先本社等職員（巡回）10.3，園を経営す

る企業本社の職員（巡回）6.5であった。この他，

その他と回答した施設が13.5，担当者はいない，

わからないと回答した施設は8.4であった。

 考 察

本研究の結果，栄養士・管理栄養士の雇用の有無

別に栄養管理の実施状況に違いがあることが示され

た。公立では食事提供の PDCA サイクルのうち，

Check の成長曲線の作成において，私立においては

アセスメントの肥満ややせの判定，Plan の給与栄

養量目標量の設定，給与栄養量の計算（昼食とおや

つ），Check の成長曲線の作成，Action の給与栄養

目標量の設定の見直しにおいて，栄養士・管理栄養

士の雇用なし群に比べて栄養士または管理栄養士の

雇用あり群の施設において実施されていた。このこ

とから，栄養士・管理栄養士の雇用の有無別による

栄養管理の実施状況の違いは，公立よりも私立で顕

著であった。厚生労働省からの告示「児童福祉施設

における食事の提供に関する援助及び指導につい

て」には児童福祉施設の所管部（局）が主体となり，

栄養改善等に関して管内の児童福祉施設の食事の提

供に関する援助および指導に当たることとされてい

る7)。本調査において，公立と私立ともに，栄養士

または管理栄養士が雇用されている施設において，

保健所による給食施設指導や児童の栄養管理への助

言が行われていることが示された。また，公立では

全体の69.1の施設が保健所による給食施設指導や

児童の栄養管理への助言ありと回答したのに対し，

私立では全体の60.4がありと回答したことにとど

まった。このことから，公立の施設の方が行政とよ

り密接に関わっていることが推察された。

保護者への栄養教育として，栄養・食生活に関連

する情報提供等について検討した結果，公立と私立

ともに給食の試食会が栄養士・管理栄養士の雇用な

し群に比べて栄養士または管理栄養士の雇用あり群

の施設において実施されていた。この他，公立にお

いては食育をテーマとする講習会の実施が，私立で

は献立の栄養量の情報提供，栄養・食生活に関する

情報提供について栄養士・管理栄養士の雇用なし群

に比べて栄養士または管理栄養士の雇用あり群の施

設において実施されていた。保育所における食事の

提供ガイドラインにおいて，子どもの食事は家庭と

保育所が一体となって 1 日の食事となることから，

保育所における食事の考え方については事前に保護

者に説明し理解を得ることが大切とされている。そ

して，その上で予定献立表の配付等の保護者への情

報支援を行っていく重要性が述べられている8)。

従って，栄養士・管理栄養士の雇用なしの施設に比

べて，栄養士または管理栄養士が雇用されている施

設においてはこれらの取り組みを行うことができて

いることが本研究で明らかとなった。

保育所における食事の提供ガイドラインにおい

て，とくに栄養士・管理栄養士が保育所に配置され

ている場合には栄養士の専門性を生かした栄養・食

生活に関する相談・助言を実施することが望ましい

とされている8)。本調査において，食事管理の

PDCA サイクルと保護者への栄養教育について，

栄養士または管理栄養士の雇用あり群の施設の方が

各項目の実施が多かったことから，栄養士または管

理栄養士の配置により望ましい栄養管理を可能にし

ていると考えられた。西尾らが行った調査では，栄

養士が配置されている保育園と配置されていない保

育園での食教育の取り組みについて保育士に尋ねて

いる。その結果，園児に対しての食教育と保護者か

らの食事相談を受けていることについて，栄養士が

配置されていない保育園に比べて栄養士が配置され

ている保育園では取り組みが高かったことが報告さ

れている9)。

栄養士・管理栄養士の雇用なし群に比べて栄養士

や管理栄養士の雇用あり群で食事提供の PDCA の

様々な項目で実施が多いなか，アセスメントの生活
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習慣の把握については，栄養士・管理栄養士の雇用

なし群に比べて，公立と私立ともに栄養士または管

理栄養士の雇用あり群のオッズ比が低かった。この

理由として，栄養士・管理栄養士が生活習慣の把握

以外の給与栄養量の計算等を含む他の項目に時間を

割いていることも考えられる。しかしながら，本調

査では生活習慣の把握の方法やその内容までは把握

できていないことから，この結果の解釈にはさらな

る検討が必要である。

私立では，管理栄養士の雇用あり群の施設におい

て，肥満の子どもがいると回答した施設が多かっ

た。本報告では，欠損値を項目ごとに除外して解析

を行った。本項目における欠損値の割合は，栄養

士・管理栄養士の雇用なし群，栄養士の雇用あり

群，管理栄養士の雇用あり群の順に，27.2，

19.1，15.2であった。また，肥満ややせの判定

を全員に実施していることについて，管理栄養士の

雇用ありの群でオッズ比が有意に高かった。文部科

学省の調査によれば，5歳児の肥満傾向児（肥満度

20以上の者）の割合は男児3.7，女児3.4で

あった10)。本調査では肥満傾向児は肥満度15以上

の者として調査を実施し，公立の肥満児の割合は

3.3，私立の肥満児の割合は2.8であった。従っ

て，本調査の肥満児の割合は全国の値と類似してい

たと考えられる。これらのことから，管理栄養士を

雇用している施設に肥満の子どもが多いというより

も，管理栄養士を雇用している施設において，肥満

の子どもの把握がより行われていると考える方が現

状に即していると考えられた。今後，栄養士・管理

栄養士によりやせや肥満の子どもの把握が一層なさ

れ，多くの施設で適切な栄養管理が進むことで，子

どもの健やか発育や発達につなげることが望まれる。

本研究では栄養士・管理栄養士を雇用していない

施設において，栄養管理や給食管理の個々の項目に

ついてではないが，施設の栄養管理や給食管理を行

う栄養士・管理栄養士について回答を得た。その結

果，自治体の役所や，施設に配置されている調理業

務委託先職員，そして，調理業務委託先本社等職員

や園を経営する企業本社の職員の巡回を活用してい

ることが分かった。現状において，施設の栄養管理

に係わる方法が様々であることが明らかとなった。

本研究により，栄養士や管理栄養士が雇用されて

いる施設の方が，栄養士や管理栄養士が雇用されて

いない施設よりも栄養管理の実施状況が好ましかっ

たことが明らかになった。また，公立よりも私立の

施設において，栄養管理の状況に違いがあることが

示された。栄養管理の状況に違いがあるということ

は，子どもの健やかな発育に格差を生じさせている

ことを意味することから，これらを是正することが

求められる。そのための 1 つの対策として，今後，

より多くの施設で栄養士や管理栄養士が雇用される

仕組みづくりが望まれる。そうすることで，より多

くの施設で適切な栄養管理を行うことができる体制

が整うことが期待できる。

本研究の限界として次のことが考えられる。1 つ

めとして，本研究では政令指定都市および中核市の

8 市において調査を実施した。そのため，調査の実

施地域が限られている点である。しかしながら，本

調査における栄養士・管理栄養士の配置率は82.9

であり，厚生労働省が行った全国調査8)において栄

養士・管理栄養士の配置があると回答した施設

79.3に近い値を示している。このことから本調査

の対象市における施設の栄養士・管理栄養士の配置

に大きな偏りがあるとはいえない。2 つめとして，

本研究では，質問紙への回答者の職種については考

慮できていない点があげられる。栄養管理の各項目

ついて，栄養士・管理栄養士が目指す精度や取り組

みの程度と栄養士・管理栄養士ではない職種の考え

とが同じではない可能性は否定できない。

次に，本研究では栄養管理の状況について，食事

提供の PDCA サイクルと栄養教育については保護

者への栄養・食生活に関する情報提供等により現状

を把握することを試みた。そのため，本研究の 3 つ

めの限界点として，栄養管理の質については本研究

の結果からは言及できないことをあげる。また，4

つめとして，本研究において栄養教育については保

護者に限定したため，子どもへの栄養教育について

は調査していない。最後に，本研究で使用した食事

提供の PDCA サイクルの12項目と保護者への栄養

教育として栄養・食生活に関する情報提供の 8 項目

について，「児童福祉施設における食事の提供ガイ

ド｣2)や「保育所における食事の提供ガイド｣8)を参

考に，本研究の研究者が項目を設定したことをあげ

る。食事提供の PDCA サイクルと保護者への栄養

教育の要素は多岐にわたるため，今後，同様の調査

を行う場合には項目の再検討が必要であるかもしれ

ない。

 結 論

本研究では栄養士・管理栄養士の雇用の有無別に

保育所等の栄養管理の実施状況について検討した。

その結果，私立において食事提供の PDCA サイク

ルでは，アセスメントの肥満ややせの判定，Plan

の給与栄養目標量の設定，給与栄養量の計算（昼食

とおやつ），Check の成長曲線の作成について，栄

養士・管理栄養士の雇用なし群に比べて栄養士・管
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理栄養士の雇用あり群で実施されていた。保護者へ

の栄養教育としては，献立の栄養量の情報提供，栄

養・食生活に関する情報提供，給食の試食会の実施

について，栄養士・管理栄養士の雇用なし群に比べ

て栄養士・管理栄養士の雇用あり群において実施さ

れていた。これらのことから，栄養士・管理栄養士

の雇用なし群に比べて栄養士や管理栄養士の雇用あ

り群では栄養管理が良好であることが示された。

調査の実施にあたりご協力をいただきました調査対象

の政令指定都市および中核市の行政の皆様，アンケート

にご協力いただきました対象施設の施設長および栄養

士，管理栄養士の皆様に感謝申し上げます。

利益相反に該当する項目はない。
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世代育成総合研究事業 JPMH19DA2001の助成を受けた

ものです。
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